
  

                                          
成年後見制度が施行されてから１７年が経ちましたが、ここ数年後見事件

が飛躍的に増え、福祉の現場でも後見人と一緒に仕事をする機会が増えてき

ています。 

しかし、家庭裁判所から選任される後見人は、人によって仕事の内容や範囲

が様々で、中には本人に面会すらしない後見人も珍しくありません。 

そこで、後見人はもちろん、日頃関わる親族や福祉関係者に後見制度の現状

と問題を知っていただき、後見人が本人を支援するうえで必要なことを、再度

見直す必要があると考え本研修会を企画しました。 

前半講義では、千葉県手をつなぐ育成会が実施した知的障害者施設（６２施

設）のアンケート結果から、後見制度の現状と問題を知り、後半のグループワ

ークでは前半講義を受けて、後見人が支援するうえで必要な姿勢や心構え、後

見人がすべき業務を参加者全員で検討していきます。 

本研修会は、後見制度に興味のある方（福祉関係者・法律家）にご案内して

います。色々な角度から、お互いの立場や役割を知り、実務に生かしていただ

ければ幸いです。 

なお、研修後には懇親会もご用意していますので、お誘いあわせのうえ、お

申込みください。（申込期限 平成 29 年 10 月 27 日） 
 

 

【と  き】 平成 29 年 11 月 11 日（土）13：30～16：40（受付 13：15～） 

【ところ】 蘇我コミュニティセンター ３階 講習室２・３ 

【 内 容 】 テーマ「後見人が支援するうえで必要なこと」 

        講師 千葉県社会福祉士会 会長 渋沢 茂氏 

           千葉県手をつなぐ育成会  竜円香子氏・村山 園氏 

   ≪13：30～14：10≫  千葉県手をつなぐ育成会のアンケート結果報告 

   ≪14：10～16：40≫  グループワーク＆発表⇒さらにみんなで検討 

【参加費】 無 料      

【 定 員 】 10 名（先着順にさせていただきます。定員を超えた後に申し込みい

ただいた方にはこちらからお知らせさせていただきます。      

【主  催】 （公社）成年後見センター・リーガルサポート千葉県支部    

 

 



【申込書】 ⇒ＦＡＸ ０４７５－２２－７８４４（長生ひなた 渋沢） 

 

【問い合わせ先】 中核地域生活支援センター長生ひなた 渋沢 

TEL：０４７５－２２－７８５９ 

MAIL：sigeru.sibusawa@nifty.ne.jp 

 
【会場地図】〒260-0834 千葉県千葉市中央区今井 1 丁目 14-43 

 
 

※本研修会はリーガルサポート（司法書士の後見団体）主催の研修会のた

め、司法書士の参加者が若干多くなることが予想されますので了承くださ

い。 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 参加申込書 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

参加をご希望される方は所定の欄にご記入のうえ平成 29 年 10 月 27 日ま

でにＦＡＸにてお申込みください。※送信状不要 

懇親会に参加をご希望の方は、万一のときに連絡が取れるよう必ず連絡先

をご記入ください。なお、懇親会の急なキャンセルはキャンセル料をお支払い

ただくことがありますのでご了承ください。 
 

氏名  所属  連絡先  

 

研修会に参加します   ／   懇親会に参加します 
                      参加されるものに○印をお願いします。 

参加申込⇒ＦＡＸ ０４７５－２２－７８４４ 

（長生ひなた 渋沢） 

mailto:sigeru.sibusawa@nifty.ne.jp

